
              

        
        
        
        第１１回 制度設計ワーキンググループ 

事務局提出資料 
～広域的運営推進機関のルールについて～ 

平成２６年１２月２４日（水） 

資料８－１ 



1 本日の議論の位置付け 
○これまで、広域機関については、本ＷＧでも累次の議論を行い、第６回ＷＧにおいて、その設立申請に必要
となる定款及び業務規程の考え方を整理。 

○本日は、第１段階の送配電等業務指針に記載すべき内容のうち、優先給電ルールにおけるバイオマスの取
扱いについて議論を行う。 

第１回ＷＧ 
 
○広域機関の

業務及び組
織・運営 

７月３０日 
 設立認可申請 
 
８月２２日 
  認可 
 
（設立予定日 
 2015年4月1日） 

第６回ＷＧ 
 
○広域機関に

関する制度
設計 

 ・定款 
 ・業務規程 
○設備形成

ルール 
 
 

第４回ＷＧ 
 
○広域機関が整備すべき事項 
・連系線等の利用の在り方 
・連系線等の設備形成の在り方 
・系統連系等の在り方（系統アクセ
ス、情報公開） 
・災害発生時等の緊急時対応ルー
ル 

第５回ＷＧ 
 
○系統情報の

公表の考え
方 

○容量メカニズ
ムについて 

第７回ＷＧ 
 
○電源入札制

度 
○設備形成

ルール 
○系統アクセ

ス手続き 
○供給計画・

需給計画 

第８回ＷＧ 
 
○設備形

成ルー
ル 

○供給計
画 

第９回ＷＧ 
 
○供給計画 
○設備形成ルール 
○連系線等の利用ルール 
 ・運用容量 
 ・マージン 
 ・発電事業者等による容

量確保 
 ・余剰電力発生時の緊急

的な広域融通 

（送配電等業務指針
の認可基準のパブ
リックコメント等） 

2015年4月1日 
 広域機関の 
 設立・ 
 業務開始 

（設立後速やかに送
配電等業務指針の
認可申請） 

【次回以降】 
○送配電
等業務指
針に係る
認可の基
準等 

 
 
 

 
【本日の議論
の範囲】 

 
○優先給電
ルール上の
バイオマス
の取扱い 
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送配電等業務指針記載事項の考え方（第１回ＷＧ資料より） 過去の議論 

(1)  流通設備形成 

①送配電設備の増強に対する考え方 

②送配電設備計画の策定手法 

 系統の構成や設備形成の基本的な考え方 

第８回ＷＧまで累次の議論。 

第９回ＷＧで全体像を整理。 

  

(2)  系統アクセス 

①アクセス検討手続き、標準処理期間等 

②広域機関で取り扱う対象となる系統アクセス案件 

第４回ＷＧで議論。 

  

(3)  需給計画・系統計画 

①需要想定の策定手法 

 需要想定に関する基本的な考え方 

②需給計画・系統計画の策定手法 

 広域的運営の観点から必要となる調整についての考え方 

第７回ＷＧで議論。 

供計ガイドラインにおいてより詳細を規定予定。 

(4)  中長期の供給力確保 

①予備力管理・系統信頼度評価 

 長期の供給力確保の考え方、送配電事業者（系統運用者）が中長期的に調達する供給力の

考え方、系統信頼度評価の考え方（信頼度評価に用いる潮流条件、事故・故障発生時におけ

る有効電力、周波数、電圧の維持すべき目標に関する考え方） 

②電源入札の考え方（どういう段階で入札プロセスに入るかの基準など） 

調整力については、第８回ＷＧで議論。 

 電源入札及び系統信頼度評価の骨格は、第７回ＷＧ

で議論。（電源入札パートは第二段階の施行時） 

(5)  系統運用 

①系統運用に必要となる供給力の調達に関する考え方 

②送配電設備の作業停止等に伴う調整の考え方 

⑥混雑処理の方法 

③連系線等の運用容量の設定の考え方 

④連系線運用 

⑤広域メリットオーダーの実現に向けた考え方 

⑦需給ひっ迫時の調整、給電指令の方法 

  

広域周波数調整（第１回）、調整力の調達（第８回）、作

業停止調整（第１回）、混雑処理（第４回）は、それぞれ

ＷＧで議論。 

(6)  情報公開 

①広域連系系統に関する情報公開の考え方 

 「系統情報の公表の考え方」（平成24年12月）は、必要条件。 

②各送配電事業者のルールの公開の考え方 

  

第４回ＷＧで議論 

  

  

大枠は第9回で議論。 
本日は、この部分のうち、優先給電ルールに
おけるバイオマスの取扱いについて議論 

2 （参考）本日の議論の位置付け 2 



              

        
        
        
        

優先給電ルールにおけるバイオマスの取扱いについて 
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機密性○ 機密性○ 優先給電ルールにおけるバイオマスの取扱いについて 

・長期固定電源の出力抑制の回避措置に係わる順序については以下を基本とし、長期固定電源※１の出力抑制は全発電機の最後に位置づける。 

ａ-1．一般電気事業者が調達した発電機（自然変動電源、バイオマス専焼発電、地域資源バイオマス発電※２を除く）の出力抑制および一般電気
事業者が調達した揚水式発電所の揚水運転 

a-2.一般電気事業者が調達したバイオマス専焼発電（地域資源バイオマス発電を除く）の出力抑制 

a-3.一般電気事業者が調達した地域資源バイオマス発電の出力抑制※３ 

b．取引所取引の活用 

c．一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制 

d．全国融通（広域相互協力融通）の活用 

e．特定規模電気事業、特定電気事業または自己託送の用に供する発電者の発電機の出力抑制 

※１ 長期固定電源：原子力、水力（揚水式を除く）、地熱発電所 

※２ 地域に賦存する資源（未利用間伐材などのバイオマス、メタン発酵ガス、一般廃棄物）を活用する発電設備。 

※３ 燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合に限り、緊急時を除き出力抑制の対象外とする。 

・上記の論点を踏まえ、今後の優先給電ルールは以下のようにすべきではないか。なお、新たなルールについては、第一段階改正後の送配電等業
務指針に反映する形で適用することとしてはどうか（赤字は現在のＥＳＣＪルールからの変更箇所）。 

・第一段階のシステム改革に伴い、広域機関において送配電等業務指針を策定することとなるが、優先給電ルールについても送配電等業務指針に位
置づけることが必要。この際、現在、総合資源エネルギー調査会 新エネルギー小委員会において、バイオマスなど、再生可能エネルギーの取扱いに
ついて議論されているところであり、優先給電ルール上も整合性のある形で見直す必要があると考えられる。 
 

・ＥＳＣＪにおける優先給電ルールでは、バイオマスの発電形態ごとの特徴を問わず、調整可能な電源として、一般的な火力発電と同等に扱ってきた。 
 

・しかし、このうち、バイオマス専焼発電については、再生可能エネルギー導入への貢献度の観点から、調整可能な電源であっても、一般的な火力発
電や混焼型バイオマスよりも抑制順位上の配慮をしてはどうか。 
 

・また、地域に賦存する資源（未利用間伐材等のバイオマス、メタン発酵ガス、一般廃棄物）を活用するバイオマス発電（以下、「地域資源バイオマス発
電」という。）は、エネルギー自給率の向上という観点があることから、出力抑制順位に当たっての更なる配慮をしてはどうか。 
 

・なお、ＦＩＴ制度の見直しの中で、地域資源バイオマス発電については、他のバイオマス発電と同様、電力系統の運用上必要な範囲での出力制御の
対象とするが、燃料貯蔵の困難性、技術的制約等により出力制御が困難な場合は、出力制御の対象外（※）とする方向で整理されているところであり、
優先給電ルール上もそれに準じた取扱いとしてはどうか。（※：ただし、系統運用上緊急の場合は例外的に取り扱うこととする。） 

4 
※なお、第２段階改正以降のルールについても、今後検討していく必要あり。 
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機密性○ 機密性○ 参考：現在の優先給電ルール（ESCJルール） 詳細① 
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自然変動電源の出力抑制の指令および優先給電指令 
一般電気事業者の送電部門は、年末年始、ゴールデンウィーク期間、夜間および休日などの軽負荷時ならびに豊水時、長期固定電源（原子力、水力（揚水式を除く。）および 
地熱発電所）の出力抑制を回避する目的のため、自然変動電源の出力抑制の指令、および特定規模電気事業、特定電気事業または自己託送の用に供する発電者の発電機
の出力抑制の指令（以下、「優先給電指令」という。）を発令することができる。本節において、自然変動電源の出力抑制の指令および優先給電指令の考え方を定める。 
なお、出力抑制の対象となる自然変動電源は、発電設備容量の合計値が５００ｋＷ以上とする。 

１．長期固定電源の出力抑制の回避措置 
長期固定電源の出力抑制の回避措置に係わる順序については以下を基本とし、長期固定電源の出力抑制は全発電機の最後に位置づける。 
ａ．一般電気事業者が調達した発電機（自然変動電源を除く）の出力抑制および一般電気事業者が調達した揚水式発電所の揚水運転 
ｂ．取引所取引の活用 
ｃ．一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制 
ｄ．全国融通（広域相互協力融通）の活用 
ｅ．特定規模電気事業、特定電気事業または自己託送の用に供する発電者の発電機の出力抑制 
ただし、一般電気事業者と発電者との契約書等の中で個別の出力抑制の条件などを有する自然変動電源の出力抑制は、上記によらない。 

（１）発電機の出力抑制時の考慮事項 
一般電気事業者が調達した発電機、および特定規模電気事業、特定電気事業の用に供する発電者、または自己託送を利用する者の発電機の出力抑制に際しては、事
後の運用に支障が生じないように、常に完全に停止させるのではなく、最低負荷限度相当に抑制する等の措置を行う。ただし、発電機の停止が可能な場合は、必要に応
じ停止する。 
なお、発電機の出力抑制を指令する際には、個別の発電機の出力変化速度、燃料種別および抑制可能量を考慮する。 

（２）一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制時の考慮事項 
一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制に先立ち、一般電気事業者は、自然変動電源の出力予測や需給状況等に基づいて、可能な範囲で取引所取引
を活用する。 
一般電気事業者の送電部門は、翌日需給運用計画の策定が終了した時点で、調達した周波数調整に必要な調整容量を確保した上で以下の状況が予想される場
合に、一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制を指令する。 
・発電出力合計より需要と揚水動力の合計が下回る場合 
・揚水動力運転の継続により、揚水式発電所のダム（上部・下部）の貯水量が貯水容量を超過する場合 
ただし、翌日需給運用計画の策定が終了した以降も、一般電気事業者の送電部門は自然変動電源の出力抑制を指令することができる。 

（３）一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制の指令に係わる事後検証に必要なデータの当協議会への提出 
一般電気事業者が調達した自然変動電源の出力抑制を指令した一般電気事業者の送電部門は、すみやかに事後検証用のデータを当協議会に提出する。 
当協議会は、事後検証に際し、必要な場合、一般電気事業者の送電部門に対し、提出されたデータの内容や算定根拠などについて説明を求めることができる。 
ただし、一般電気事業者と発電者との契約書等の中で個別の出力抑制の条件などを有する自然変動電源の出力抑制は、上記によらない。 
（提出データ例） 
・需給バランス（例えば、自然変動電源の出力抑制を指令した時点での予想需給バランス） 
・発電機の出力抑制や揚水式発電所の揚水運転状況など余剰対策内容 
・取引所取引の活用状況 など 
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機密性○ 機密性○ 参考：現在の優先給電ルール（ESCJルール） 詳細② 
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（４）広域相互協力融通の発動要件 
広域相互協力融通は、翌日計画提出締切時刻後に、発動することができる。 
 
（５）広域相互協力融通の発動に係わる事後検証に必要なデータの当協議会への提出 
広域相互協力融通を発動した一般電気事業者の送電部門は、事後検証用のデータを当協議会に提出する。 
当協議会は、事後検証に際し、必要な場合、一般電気事業者の送電部門に対し、提出されたデータの内容や算定根拠などについて説明を求めることができる。 
（提出データ例） 
・需給バランス（例えば、広域相互協力融通を発動した時点での予想需給バランス、広域相互協力融通受給後の実績需給バランス） 
・発電機の出力抑制や揚水式発電所の揚水運転状況など余剰対策内容 
・取引所取引の活用状況 など 

２．優先給電指令の発令条件 
一般電気事業者の送電部門は、調達した周波数調整に必要な調整容量を確保した上で「１．（１）発電機の出力抑制・停止時の考慮事項」に基づいて発電機を運用す
るが、広域相互協力融通を発動しても、以下の状況が予想される場合に、特定規模電気事業を営む者、特定電気事業者および自己託送を利用する者に原則事前協
議のうえ、優先給電指令を発令する。 
・発電出力合計より需要と揚水動力の合計が下回る場合 
・揚水動力運転の継続により、揚水式発電所のダム（上部・下部）の貯水量が貯水容量を超過する場合 

３．優先給電指令の発令対象者 
一般電気事業者の送電部門は、原則として当該管轄制御エリア内の特定規模電気事業を営む者、特定電気事業者および自己託送を利用する者へ優先給電指令を
発令する。 
優先給電指令を受けた特定規模電気事業を営む者、特定電気事業者および自己託送を利用する者は、自然変動電源の出力抑制を極力回避するよう、発電機を選定
して出力抑制する。 
ただし、一般電気事業者の送電部門は、需要の大幅な減少や急激な出水など想定を超えた事象が発生し時間的に余裕がない場合、当該管轄制御エリア内の発電者
に直接指令することができる。なお、発電者へ直接指令した場合、すみやかに特定規模電気事業を営む者、特定電気事業者および自己託送を利用する者へ連絡する。 
当該管轄制御エリア内の特定規模電気事業を営む者、特定電気事業者および自己託送を利用する者がいない場合は、発電者へ優先給電指令を発令する。 

４．事後説明 
一般電気事業者の送電部門は、優先給電指令の終了後、優先給電指令を受けた者に対して運用状況と実施した指令内容について説明責任を負う。 
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機密性○ 機密性○ 参考：バイオマスの類型ごとの特徴 
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【総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会（第8回）（平成26年12月18日）資料２より】 



機密性○ 機密性○ 参考：バイオマス発電の取扱いの明確化 
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【総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会（第8回）（平成26年12月18日）資料２より】 
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